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※表紙図は、南極上空の2018年10月の月平均オゾン量分布（単位＝DU）
　気象庁データより作成
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　南極オゾンホールの規模は、1980年代から1990年代半ばにかけて急激に拡大
しました。1990年代半ば以降では、年々変動はあるものの長期的な拡大傾向はみ
られなくなっています。2018年は、大規模なオゾン層破壊が進行する気象状況で
したが、1990年代半ばから2000年代半ばほどの規模には拡大しませんでした。
これは、大気中のオゾン層破壊物質の濃度が減少しているためと考えられます。

　2018年のオゾンホールは、
9月20日に最大面積2,460万
km²に達し、依然として南極大
陸の約1.8倍と大きなものです。

　北極域上空では、南極オゾンホールほど大規模ではないものの、オゾ
ンの量が減ることがあります。2017年の冬季から春季には、一部の領域
でオゾン量の減少が見られ、比較的大きなオゾン層破壊が確認されまし
たが、2018年は顕著なオゾン破壊は起こりませんでした。北極域の場合、
南極域に比べてその年の気象条件によってオゾン層の破壊の状況が変動
しやすいことから、長期的な変化傾向が見えにくいのですが、1990年代
以降はそれ以前に比べてオゾンの量が少ない年が多くなっています。 北極上空のオゾン全量
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オゾン層保護対策推進月間の
ポスター(2019年)

　日本では、ウィーン条約とモントリオール議定書の採
択にあわせて、1988年に「オゾン層保護法(特定物質等
の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)」を制定
し、オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、排出抑制
の努力義務などを規定しました。この法律に従って、オ
ゾン層破壊物質の生産の全廃等を着実に進めています。
また、環境省では、オゾン層等の監視状況について年次
報告書をとりまとめて毎年公表しています。
　さらには、「フロン排出抑制法(フロン類の使用の合
理化及び管理の適正化に関する法律)」「家電リサイク
ル法(特定家庭用機器再商品化法)」「自動車リサイクル
法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」によって、
家庭や業務用の冷凍・冷蔵庫、エアコン、カーエアコン
などに入っているフロン類の適正な回収・破壊を進めて
います。



　CFCやHCFCなどの生産規制をうけて代わりに使用されるようになったHFCに、PFCとSF6とNF3と
を合わせて、「代替フロン等4ガス」と呼ばれています。これらは、強力な温室効果ガスであり、これ
らの物質の地球温暖化への単位当たりの影響は、二酸化炭素(CO2)の数百倍から一万倍超と非常に大き
いものです。また、CFCとHCFCは、オゾン層破壊物質であると同時に、代替フロン等4ガスと同様、
強力な温室効果ガスでもあります。もし、エアコンや冷蔵庫からフロンを漏らしてしまうと、例えば、
家庭用エアコン1台では約2,000kg、スーパーマーケットの冷蔵ショーケース1台では約40,000kgの
二酸化炭素を放出したことと同じことになって
しまいます。ですから、地球温暖化の防止のた
めにも、これらの物質の排出抑制・削減に積極
的に取り組んでいかなくてはなりません。
　フロン類に代わり、オゾン層を破壊せず地球
温暖化にも影響の小さい物質として、用途に応
じて二酸化炭素(CO2)やアンモニア(NH3)などの
フロン類を使わない(ノンフロン)物質の使用が広
がりはじめているほか、ノンフロン化が難しい
とされてきた用途でも、地球温暖化への影響が
より小さい物質が開発・使用されつつあります。

　地球温暖化対策としては、これまで「京都議定書目標達成計画」において代替フロン等4ガスの排
出抑制目標を定め、産業界による行動計画の進捗状況のフォローアップ、HFCなどに代わる代替物質
の開発、断熱材発泡剤・スプレー(エアゾール製品)等のノンフロン化の促進などを進めてきました。
　その結果、HFCを始めとする代替フロン等4ガスの排出量については、産業部門を中心に削減が進
んできましたが、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に増加傾向にあります。また、冷凍空調機器の使用
中に、これまでの想定を大きく上回る規模で冷媒フロン類が漏えいしていることが判明しました。
　このため、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するため、平成25年通常
国会においてフロン回収・破壊法が改正されました。これにより、法律名を「フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)に改め、現行法に基づく業務用冷凍空調機器
の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類及びフロン類使
用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策
等を講じることとなっており、平成27年度から施行されました。また、10年以上4割弱に低迷して
いる廃棄時回収率の向上を図るため、令和元年6月に、機器廃棄時にユーザーがフロン類の引渡しを
行わない違反に対する直接罰の導入などの対策を講じる改正が行われました(令和2年4月施行予定)。
　ガスメーカー、機器・製品メーカー、機器ユーザー、その他の関係者(回収業者、破壊業者、施
工・メンテナンス業者）等において、それぞれの立場で対応することが求められています。

HFC-23(14,800)
HFC-32(675)
HFC-134a(1,430)
HFC-152a(124)
HFC-410a(2,090)



第一種フロン類充塡回収業者から充塡・回収証明書の交付を受け漏えい量を毎年度算定
算定の結果、一定量以上漏えいした場合の国への報告

　機器を使い続けていると、冷媒のフロン類が少しずつ漏れていることがあります。エアコンやカーエア
コンなどの効きが悪くなった場合には、単にフロン類を補充するだけでなく、機器からフロン類が漏れて
ないか、信頼できる専門業者によく点検、修理してもらいましょう。特に、業務用の冷凍・冷蔵・空調機
器には多量のフロン類が入っていますので、日頃から漏れがないように適切に管理することが重要です。
　平成27年度からは、フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍・冷蔵・空調機器については点検等に
よるフロン類の漏えいの防止が、一定量以上の漏えいをしている事業者にはフロン類の漏えい量の国
への報告等を行うことが義務付けられました。
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